
農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正について 

１ 趣旨 

農薬取締法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 53 号。以下「改

正法」という。）により、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号。以下

「法」という。）第３条第１項第４号から第７号までが別紙１のとおり

改正された。 

このため、法第３条第２項の規定に基づく「農薬取締法第３条第１項

第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準」（昭和

46 年農林省告示第 346 号）（以下「農薬登録保留基準」という。）につい

て、現行基準の技術的な改正を行う。 

２ 変更の概要（別紙２） 

（１）作物残留及び土壌残留に係る農薬登録保留基準の規定の用語の変更

改正法において、登録の拒否要件は可能な限り具体的に規定すべき

ものであるとして、畜産物経由の評価が明記される等の改正が行われ

たため、農薬登録保留基準について、法律の用語に合わせた変更を行

う。 

（２）法改正に伴う条番号のずれ等に係る変更

改正法により、法の条番号が移動したほか、一部用語の改正が行わ

れており、農薬登録保留基準についても該当部分の変更を行う。 

３ 今後の予定 

農薬登録保留基準（告示）を改正し、改正法施行の日（公布日から６

月以内）から施行 
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【
別
紙
１
】

○

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）

傍
線
部
分
は
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
一
条
に
よ
る
改
正
部
分
。
改
正
法
公
布
の
日
（
平
成
三
十
年

六
月
十
五
日
）
か
ら
六
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
拒
否
）

（
記
載
事
項
の
訂
正
又
は
品
質
改
良
の
指
示
）

第
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
四
項
の
審
査
の
結
果
、
次
の
各
号
の
い

第
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
検
査
の
結
果
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
登
録
を
拒
否
し
な

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
保
留
し
て
、
申

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
者
に
対
し
申
請
書
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
、
又
は
当
該
農
薬
の
品
質
を
改

良
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
三

（
略
）

六

前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従

四

前
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該

い
当
該
農
薬
を
使
用
す
る
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
等
へ
の
当

農
薬
を
使
用
す
る
場
合
に
、
当
該
農
薬
が
有
す
る
農
作
物
等
に
つ
い
て
の

該
農
薬
の
成
分
（
そ
の
成
分
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
も
の
を
含

残
留
性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
等
の
汚
染
が
生
じ

む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
残
留
の
程
度
か
ら
み
て
、
当
該
農
作
物

、
か
つ
、
そ
の
汚
染
に
係
る
農
作
物
等
の
利
用
が
原
因
と
な
つ
て
人
畜
に

等
又
は
当
該
農
作
物
等
を
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
し
て
生
産
さ
れ
る
畜
産

被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

物
の
利
用
が
原
因
と
な
っ
て
人
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

七

前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従

五

前
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該

い
当
該
農
薬
を
使
用
す
る
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
等
の
土
壌
へ

農
薬
を
使
用
す
る
場
合
に
、
当
該
農
薬
が
有
す
る
土
壌
に
つ
い
て
の
残
留

の
当
該
農
薬
の
成
分
の
残
留
の
程
度
か
ら
み
て
、
当
該
農
地
等
に
お
い
て

性
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
等
の
土
壌
の
汚
染
が
生
じ

栽
培
さ
れ
る
農
作
物
等
又
は
当
該
農
作
物
等
を
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
し

、
か
つ
、
そ
の
汚
染
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
農
作
物
等
の
利
用
が
原
因
と
な

て
生
産
さ
れ
る
畜
産
物
の
利
用
が
原
因
と
な
っ
て
人
に
被
害
を
生
ず
る
お

つ
て
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

そ
れ
が
あ
る
と
き
。

八

当
該
種
類
の
農
薬
が
、
そ
の
相
当
の
普
及
状
態
の
下
に
前
条
第
二
項
第

六

当
該
種
類
の
農
薬
が
、
そ
の
相
当
の
普
及
状
態
の
も
と
に
前
条
第
二
項

三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用

第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ

さ
れ
る
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
水
産
動
植
物
に
対
す
る
毒
性
の
強
さ
及
び

る
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
水
産
動
植
物
に
対
す
る
毒
性
の
強
さ
及
び
そ
の

そ
の
毒
性
の
相
当
日
数
に
わ
た
る
持
続
性
か
ら
み
て
、
多
く
の
場
合
、
そ

毒
性
の
相
当
日
数
に
わ
た
る
持
続
性
か
ら
み
て
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
使

1



の
使
用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
水
産
動
植
物
の
被
害
が
発
生
し
、
か
つ
、

用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
水
産
動
植
物
の
被
害
が
発
生
し
、
か
つ
、
そ
の

そ
の
被
害
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

被
害
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

九

当
該
種
類
の
農
薬
が
、
そ
の
相
当
の
普
及
状
態
の
下
に
前
条
第
二
項
第

七

当
該
種
類
の
農
薬
が
、
そ
の
相
当
の
普
及
状
態
の
も
と
に
前
条
第
二
項

三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用

第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ

さ
れ
る
と
し
た
場
合
に
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
使
用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ

る
と
し
た
場
合
に
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
使
用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
公

る
公
共
用
水
域
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八

共
用
水
域
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
を
い
う
。
第
二
十
六
条
に

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
を
い
う
。
第
十
二
条
の
二
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
の
水
質
の
汚
濁
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の
汚
濁
に
係
る
水

い
て
同
じ
。
）
の
水
質
の
汚
濁
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の
汚
濁
に
係
る
水
（

（
そ
の
汚
濁
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
水
産
動
植
物
を
含
む
。
第
二
十
六
条
に

そ
の
汚
濁
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
水
産
動
植
物
を
含
む
。
第
十
二
条
の
二
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
が
原
因
と
な
っ
て
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ

お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
が
原
因
と
な
つ
て
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
。

れ
が
あ
る
と
き
。

十
～
十
一

（
略
）

八
～
十

（
略
）

２

前
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

２

前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
の
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
。

か
ど
う
か
の
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
。

（
削
る
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
指
示
を
受
け
た
日
か

ら
一
箇
月
以
内
に
そ
の
指
示
に
基
づ
き
申
請
書
の
記
載
事
項
の
訂
正
又
は
品

質
の
改
良
を
し
な
い
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
議
の
申
出
が

さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
そ
の
者
の
登
録
の
申
請
を

却
下
す
る
。
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1 

【
別
紙
２
】
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号
（
農
薬
取
締
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

の
基
準
）
改
正
案
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

一

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
農
薬
取
締
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
六
号
（
同
法
第
三
十
四
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

イ

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に

従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
（
樹
木

及
び
農
林
産
物
を
含
む
。
以
下
「
農
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
当
該
農
薬

の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質

を
含
む
。
以
下
「
成
分
物
質
等
」
（
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
質
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と

い
う
。
）
が
残
留
す
る
農
薬
（
そ
の
残
留
量
が
き
わ
め
て
微
量
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
毒
性
が
き
わ
め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
有
害
で
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
農
作
物
等

又
は
そ
の
加
工
品
の
飲
食
用
品
が
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
（
当
該
農
薬

の
成
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合

に
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
の
毒
性
及
び
残
留
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基

一

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
農
薬
取
締
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。

イ

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載

に
従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
（
樹

木
及
び
農
林
産
物
を
含
む
。
以
下
「
農
作
物
等
」
と
い
う
。
）
の
汚
染
が

生
じ
、
か
つ
、
そ
の
汚
染
に
係
る
農
作
物
等
又
は
そ
の
加
工
品
の
飲
食
用

品
が
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
（
当
該
農
薬
の
成
分
に
係
る
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
の

毒
性
及
び
残
留
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
基

準
。
ロ
並
び
に
次
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
し
な
い
も
の

と
な
る
こ
と
。
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づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
。
ロ
並
び
に
次
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
。

ロ

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い

家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
等
を
対
象
と
し
て
当
該
農
薬
を
使

用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
等
に
成
分
物
質
等
が
残
留
す

る
農
薬
で
あ
っ
て
、
当
該
農
作
物
等
を
供
し
て
生
産
さ
れ
る
畜
産
物
（
家

畜
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
当

該
畜
産
物
が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
に
適

合
す
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お

そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
法
第
四
条
第
一

項
第
七
号
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る

ロ

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い

家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
等
を
対
象
と
し
て
当
該
農
薬
を
使

用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
等
に
当
該
農
薬
の
成
分
で
あ

る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
以

下
「
成
分
物
質
等
」
（
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
質
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
い
う
。
）
が

残
留
す
る
農
薬
（
そ
の
残
留
量
が
き
わ
め
て
微
量
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
毒

性
が
き
わ
め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
有
害
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
農
作
物
等
を
給
与
し
た
家
畜
か
ら
生

産
さ
れ
る
畜
産
物
（
家
畜
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と

と
な
る
も
の
（
当
該
畜
産
物
が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の

健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を

超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
法
第
三
条
第
一

項
第
五
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
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期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
農
薬
以
外
の
農
薬
で

あ
っ
て
、
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載

に
従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い

て
通
常
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
に
当
該
農
地
の
土
壌
の
当
該
農
薬
の
成
分
物

質
等
が
残
留
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
の
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る

期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
農
薬
で
あ
っ
て
、
法

第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該

農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い
て
そ
の
使
用

後
一
年
以
内
に
通
常
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
に
当
該
農
地
の
土
壌
の
当
該
農

薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
当
該
農
作
物
又
は
そ

の
加
工
品
の
飲
食
用
品
が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康

を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え

な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る

期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
三
条

第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該
農
薬
を

使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い
て
そ
の
使
用
後
一
年

期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
農
薬
以
外
の
農
薬
で

あ
つ
て
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載

に
従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い

て
通
常
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
が
当
該
農
地
の
土
壌
の
当
該
農
薬
の
使
用
に

係
る
汚
染
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
食
品
衛
生
法
第
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ

と
。

ロ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
の
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る

期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
農
薬
で
あ
つ
て
、
法

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該

農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い
て
そ
の
使
用

後
一
年
以
内
に
通
常
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も

の
（
そ
の
汚
染
に
係
る
農
作
物
又
は
そ
の
加
工
品
の
飲
食
用
品
が
食
品
衛

生
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及
び
同

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ

と
。

ハ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る

期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
二
条

第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該
農
薬
を

使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い
て
そ
の
使
用
後
一
年
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以
内
に
通
常
栽
培
さ
れ
る
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
に
当
該

農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
農
薬
で
あ
っ
て
、
当
該
農
作
物
等
を
供

し
て
生
産
さ
れ
る
畜
産
物
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と

と
な
る
も
の
（
当
該
畜
産
物
が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の

健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を

超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当

該
農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
農
薬
が
公
共
用
水
域
（
水
質
汚
濁

防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
共
用
水
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
飛
散
し
た
場
合

に
水
産
動
植
物
の
被
害
の
観
点
か
ら
予
測
さ
れ
る
当
該
公
共
用
水
域
の
水
中

に
お
け
る
当
該
種
類
の
農
薬
の
成
分
の
濃
度
（
以
下
「
水
産
動
植
物
被
害
予

測
濃
度
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
種
類
の
農
薬
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
成
績

に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、
法
第
四
条
第

一
項
第
八
号
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

四

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当

該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
農
薬
が
公
共
用
水
域
に
流
出
し

、
又
は
飛
散
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
と
き
は

以
内
に
通
常
栽
培
さ
れ
る
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
に
当
該

農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
農
薬
（
そ
の
残
留
量
が
き
わ
め
て
微
量

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
毒
性
が
き
わ
め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
有
害

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
農
作
物
等
を

給
与
し
た
家
畜
か
ら
生
産
さ
れ
る
畜
産
物
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が

残
留
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
当
該
畜
産
物
が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当

該
農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
農
薬
が
公
共
用
水
域
（
水
質
汚
濁

防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
共
用
水
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
飛
散
し
た
場
合

に
水
産
動
植
物
の
被
害
の
観
点
か
ら
予
測
さ
れ
る
当
該
公
共
用
水
域
の
水
中

に
お
け
る
当
該
種
類
の
農
薬
の
成
分
の
濃
度
（
以
下
「
水
産
動
植
物
被
害
予

測
濃
度
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
種
類
の
農
薬
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
成
績

に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、
法
第
三
条
第

一
項
第
六
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

四

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当

該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
農
薬
が
公
共
用
水
域
に
流
出
し

、
又
は
飛
散
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
と
き
は

6
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、
法
第
四
条
第
一
項
第
九
号
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
～
二

（
略
）

備
考

１

（
略
）

２

水
産
動
植
物
被
害
予
測
濃
度
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
が
、
そ
の
相
当
の
普

及
状
態
の
も
と
に
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の

記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
と
し
た
場
合
に
、
次
の
要
件
の
す
べ
て

を
満
た
す
地
点
の
河
川
の
水
中
に
お
け
る
当
該
種
類
の
農
薬
の
成
分
の
濃
度

を
予
測
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

ロ

当
該
地
点
よ
り
上
流
の
流
域
内
の
農
地
の
面
積
が
、
水
田
に
あ
っ
て
は

概
ね
五
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
畑
地
等
に
あ
っ
て
は
概
ね
七
百
五
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ
る
こ
と
。

３

水
質
汚
濁
予
測
濃
度
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
が
、
法
第
三
条
第
二
項
第
三

号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
と
し

た
場
合
に
予
測
さ
れ
る
ほ
場
か
ら
公
共
用
水
域
へ
の
流
出
水
中
に
お
け
る
当

該
種
類
の
農
薬
の
成
分
の
濃
度
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
濃
度
に
当
該
農
薬

の
公
共
用
水
域
へ
の
飛
散
を
勘
案
し
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表

、
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
～
二

（
略
）

備
考

１

（
略
）

２

水
産
動
植
物
被
害
予
測
濃
度
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
が
、
そ
の
相
当
の
普

及
状
態
の
も
と
に
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の

記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
と
し
た
場
合
に
、
次
の
要
件
の
す
べ
て

を
満
た
す
地
点
の
河
川
の
水
中
に
お
け
る
当
該
種
類
の
農
薬
の
成
分
の
濃
度

を
予
測
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

ロ

当
該
地
点
よ
り
上
流
の
流
域
内
の
農
地
の
面
積
が
、
水
田
に
あ
つ
て
は

概
ね
五
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
畑
地
等
に
あ
つ
て
は
概
ね
七
百
五
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ
る
こ
と
。

３

水
質
汚
濁
予
測
濃
度
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
が
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三

号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
と
し

た
場
合
に
予
測
さ
れ
る
ほ
場
か
ら
公
共
用
水
域
へ
の
流
出
水
中
に
お
け
る
当

該
種
類
の
農
薬
の
成
分
の
濃
度
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
濃
度
に
当
該
農
薬

の
公
共
用
水
域
へ
の
飛
散
を
勘
案
し
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表

7
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第
一

ほ
場
試
験

一

試
験
ほ
場

㈠

試
験
ほ
場
の
選
定

試
験
ほ
場
は
、
供
試
農
薬
が
畑
地
又
は
樹
園
地
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
畑
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
ほ
場
、
水
田

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て

き
た
ほ
場
と
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
適
合
し
、
か
つ
、
土
壌
の
特
性

の
異
な
る
も
の
を
二
箇
所
以
上
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
土
壌
の
特
性
の
異
な
る
ほ
場
を
選
定
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
気
象
そ
の
他
土
壌
の
特
性
以
外
の
条
件

の
異
な
る
ほ
場
を
選
定
し
て
試
験
ほ
場
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
っ
て
は
黒
ぼ
く
土
か
ら
な
る
ほ

場
を
、
試
験
ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
っ
て
は
灰
色
低
地
土
か
ら

な
る
ほ
場
を
一
箇
所
含
む
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
っ
て
は
散
布
し
た
農
薬
が
表
面

流
出
す
る
よ
う
な
傾
斜
及
び
明
瞭
な
亀
裂
が
な
く
、
試
験
ほ
場
が

水
田
の
場
合
に
あ
っ
て
は
漏
水
が
少
な
く
通
常
の
水
管
理
が
実
施

で
き
る
こ
と
。

㈡

試
験
ほ
場
の
管
理

試
験
ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
落
水
さ
せ
ず
、
表
面
流

出
し
な
い
よ
う
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一

ほ
場
試
験

一

試
験
ほ
場

㈠

試
験
ほ
場
の
選
定

試
験
ほ
場
は
、
供
試
農
薬
が
畑
地
又
は
樹
園
地
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
畑
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
ほ
場
、
水
田

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て

き
た
ほ
場
と
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
適
合
し
、
か
つ
、
土
壌
の
特
性

の
異
な
る
も
の
を
二
箇
所
以
上
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
土
壌
の
特
性
の
異
な
る
ほ
場
を
選
定
で

き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
気
象
そ
の
他
土
壌
の
特
性
以
外
の
条
件

の
異
な
る
ほ
場
を
選
定
し
て
試
験
ほ
場
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
黒
ぼ
く
土
か
ら
な
る
ほ

場
を
、
試
験
ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
つ
て
は
灰
色
低
地
土
か
ら

な
る
ほ
場
を
一
箇
所
含
む
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
散
布
し
た
農
薬
が
表
面

流
出
す
る
よ
う
な
傾
斜
及
び
明
瞭
な
亀
裂
が
な
く
、
試
験
ほ
場
が

水
田
の
場
合
に
あ
つ
て
は
漏
水
が
少
な
く
通
常
の
水
管
理
が
実
施

で
き
る
こ
と
。

㈡

試
験
ほ
場
の
管
理

試
験
ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
落
水
さ
せ
ず
、
表
面
流

出
し
な
い
よ
う
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

8
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㈢

（
略
）

二

試
験
の
手
順

㈠

農
薬
の
使
用

イ

農
薬
の
使
用
回
数
は
一
回
と
し
、
当
該
農
薬
に
係
る
法
第
三
条

第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
の
う
ち
供
試

農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
回
数
（
以
下
「
申
請
総
回
数

」
と
い
う
。
）
が
一
回
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
回
の
使
用
で
含
ま

れ
る
有
効
成
分
の
最
大
量
を
、
当
該
農
薬
に
係
る
申
請
総
回
数
が

複
数
回
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
回
の
使
用
で
含
ま
れ
る
有
効
成
分

の
最
大
量
の
二
倍
の
量
を
目
安
に
投
下
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
量

が
少
量
で
あ
り
、
土
壌
中
の
有
効
成
分
の
残
留
量
の
分
析
又
は
推

定
半
減
期
の
算
出
が
困
難
と
な
る
場
合
に
は
、
分
析
又
は
算
出
が

可
能
と
な
る
程
度
ま
で
投
下
量
を
増
加
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

ロ

希
釈
し
て
使
用
す
る
農
薬
の
十
ア
ー
ル
当
た
り
の
散
布
液
量
は

、
試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
っ
て
は
三
百
リ
ッ
ト
ル
、
試
験

ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
っ
て
は
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
を
目
安
と
す

る
。

ハ

（
略
）

㈡

試
料
の
採
取

イ

採
取
の
方
法

試
料
は
、
試
験
ほ
場
ご
と
に
、
一
回
の
採
取
に
お
い
て
、
均
等

に
採
取
で
き
る
八
以
上
の
地
点
（
二
回
目
以
降
の
採
取
に
お
い
て

㈢

（
略
）

二

試
験
の
手
順

㈠

農
薬
の
使
用

イ

農
薬
の
使
用
回
数
は
一
回
と
し
、
当
該
農
薬
に
係
る
法
第
二
条

第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
の
う
ち
供
試

農
薬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
回
数
（
以
下
「
申
請
総
回
数

」
と
い
う
。
）
が
一
回
の
場
合
に
あ
つ
て
は
一
回
の
使
用
で
含
ま

れ
る
有
効
成
分
の
最
大
量
を
、
当
該
農
薬
に
係
る
申
請
総
回
数
が

複
数
回
の
場
合
に
あ
つ
て
は
一
回
の
使
用
で
含
ま
れ
る
有
効
成
分

の
最
大
量
の
二
倍
の
量
を
目
安
に
投
下
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
量

が
少
量
で
あ
り
、
土
壌
中
の
有
効
成
分
の
残
留
量
の
分
析
又
は
推

定
半
減
期
の
算
出
が
困
難
と
な
る
場
合
に
は
、
分
析
又
は
算
出
が

可
能
と
な
る
程
度
ま
で
投
下
量
を
増
加
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

ロ

希
釈
し
て
使
用
す
る
農
薬
の
十
ア
ー
ル
当
た
り
の
散
布
液
量
は

、
試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
三
百
リ
ッ
ト
ル
、
試
験

ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
を
目
安
と
す

る
。

ハ

（
略
）

㈡

試
料
の
採
取

イ

採
取
の
方
法

試
料
は
、
試
験
ほ
場
ご
と
に
、
一
回
の
採
取
に
お
い
て
、
均
等

に
採
取
で
き
る
八
以
上
の
地
点
（
二
回
目
以
降
の
採
取
に
お
い
て

9
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は
、
既
に
採
取
し
た
地
点
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ

た
地
点
）
か
ら
、
試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
っ
て
は
地
表
面

か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
土
壌
及
び
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
深
さ
か
ら
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
土
壌

を
、
試
験
ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
っ
て
は
地
表
面
か
ら
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
土
壌
及
び
田
面
水
を
、
内
径
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
採
土
管
に
よ
り
採
取
し
、
そ
れ
ぞ
れ
均
一
に

混
合
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
ほ
場
が
水

田
で
あ
る
と
き
は
、
土
壌
と
水
層
の
境
界
面
を
攪
乱
し
な
い
方
法

で
、
土
壌
及
び
田
面
水
を
そ
れ
ぞ
れ
採
取
す
る
。

ロ
・
ハ

（
略
）

㈢

試
料
の
分
析

試
料
の
分
析
は
、
畑
地
に
あ
っ
て
は
採
取
し
た
層
ご
と
に
、
水
田

に
あ
っ
て
は
土
壌
と
田
面
水
を
分
け
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

行
う
。

イ

（
略
）

ロ

分
析
方
法

分
析
方
法
は
、
必
要
な
精
度
、
定
量
限
界
及
び
回
収
率
を
有
す

る
も
の
と
し
、
分
析
対
象
物
質
の
残
留
量
は
、
試
料
が
土
壌
の
場

合
に
あ
っ
て
は
乾
土
当
た
り
の
重
量
比
で
、
試
料
が
田
面
水
の
場

合
に
あ
っ
て
は
試
験
ほ
場
の
田
面
水
に
含
ま
れ
る
農
薬
の
量
で
表

わ
す
。

は
、
既
に
採
取
し
た
地
点
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ

た
地
点
）
か
ら
、
試
験
ほ
場
が
畑
地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
地
表
面

か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
土
壌
及
び
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
深
さ
か
ら
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
土
壌

を
、
試
験
ほ
場
が
水
田
の
場
合
に
あ
つ
て
は
地
表
面
か
ら
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
土
壌
及
び
田
面
水
を
、
内
径
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
採
土
管
に
よ
り
採
取
し
、
そ
れ
ぞ
れ
均
一
に

混
合
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
ほ
場
が
水

田
で
あ
る
と
き
は
、
土
壌
と
水
層
の
境
界
面
を
攪
乱
し
な
い
方
法

で
、
土
壌
及
び
田
面
水
を
そ
れ
ぞ
れ
採
取
す
る
。

ロ
・
ハ

（
略
）

㈢

試
料
の
分
析

試
料
の
分
析
は
、
畑
地
に
あ
つ
て
は
採
取
し
た
層
ご
と
に
、
水
田

に
あ
つ
て
は
土
壌
と
田
面
水
を
分
け
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

行
う
。

イ

（
略
）

ロ

分
析
方
法

分
析
方
法
は
、
必
要
な
精
度
、
定
量
限
界
及
び
回
収
率
を
有
す

る
も
の
と
し
、
分
析
対
象
物
質
の
残
留
量
は
、
試
料
が
土
壌
の
場

合
に
あ
つ
て
は
乾
土
当
た
り
の
重
量
比
で
、
試
料
が
田
面
水
の
場

合
に
あ
つ
て
は
試
験
ほ
場
の
田
面
水
に
含
ま
れ
る
農
薬
の
量
で
表

わ
す
。
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三

判
定

ほ
場
試
験
に
お
い
て
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
の
残
留
量
（
水
田
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
壌
中
及
び
田
面
水
中
の
成
分
物
質
等
の
合
計

量
。
以
下
同
じ
。)

が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
期
間

が
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
旨
の
判
定
は
、
試
験
ほ
場
ご
と
に
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
検
討
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
有
効
成
分
が
複
数
で
あ
る
と
き
は
、
有
効
成
分
ご
と
の
成

分
物
質
等
で
判
定
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

三

判
定

ほ
場
試
験
に
お
い
て
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
の
残
留
量
（
水
田
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
土
壌
中
及
び
田
面
水
中
の
成
分
物
質
等
の
合
計

量
。
以
下
同
じ
。)

が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
期
間

が
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
旨
の
判
定
は
、
試
験
ほ
場
ご
と
に
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
検
討
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
有
効
成
分
が
複
数
で
あ
る
と
き
は
、
有
効
成
分
ご
と
の
成

分
物
質
等
で
判
定
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）
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（参考） 

 

農薬登録保留基準について 
 

農薬は農薬取締法第３条に基づき、農林水産大臣の登録を受けた

ものでなければ製造・販売・使用等ができない。 

農林水産省において以下の項目（農薬取締法第３条第１項各号）

について検査の上、農薬としての登録を行う。 

 

一 虚偽の記載 

二 農作物等への害 

三 農薬使用時の人畜への危険 

四 作物残留 

五 土壌残留 

六 水産動植物の被害 

七 水質汚濁 

八 名称の適切性 

九 薬効 

十 公定規格への適合性 

  

環境省告示により 

基準を設定 

（農薬登録保留基準） 



2 
 

○環境大臣が定める農薬登録保留基準 

農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの

基準 （昭和 46 年 3 月 2 日 農林省告示第 346 号） 

 

作物残留 
（第４号） 

【農作物等への農薬の残留が原因となって人畜に被害が

生じることのないように定める基準】 

農作物及び飼料用農作物を供した家畜から生産される畜産

物の農薬の残留量が、食品衛生法に定められた残留農薬基

準に適合しない場合等 

土壌残留 
（第５号） 

【土壌への農薬の残留により後作物として栽培する農作物

等が汚染され、それが原因となって人畜に被害を生じること

のないように定める基準】 
後作物及び後作物である飼料用農作物を供した家畜から生

産される畜産物への農薬の残留量が、食品衛生法に基づき

人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定

める量を超える場合等 

水産動植物の 

被害防止 
（第６号） 

【公共用水域に流出・飛散した農薬により水産動植物に著

しい被害が生じることのないように定める基準】 
農薬の公共用水域における環境中予測濃度（水産ＰＥＣ）

が水産動植物の毒性試験結果に基づき環境大臣が定める基

準値（※）に適合しない場合 
※基準値は、魚類、甲殻類等、藻類の成績をもって設定 

水質汚濁 
（第７号） 

【公共用水域に流出・飛散した農薬による水質汚濁が生じ、

その水の利用が原因となって人畜に被害が生じることのな

いように定める基準】 
農薬の公共用水域における環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）

が、毒性及び残留性の試験結果に基づき環境大臣が定める

基準値（※）に適合しない場合、又は、魚介類における推

定残留量が食品衛生法に基づく規格に適合しない場合 

 ※その水を一生にわたって毎日飲用しても健康被害のない量を基に設定 

 




